
 

千葉市公告第３７３号 

総合評価落札方式一般競争入札について次のとおり公告します。 

令和６年４月３０日 

                         千葉市長 神 谷 俊 一 

１ 総合評価落札方式一般競争入札に付する事項 

（１）件名 

   千葉市新港学校給食センター維持管理運営長期包括事業 

（２）概要 

   入札説明書のとおり 

（３）契約期間 

   契約締結日から令和１８年３月３１日まで 

（４）履行場所 

   千葉市新港学校給食センター 

（５）予定価格 

   ５，１８８，２７９，０００円（消費税及び地方消費税を含まない。） 

   なお、算定根拠は公表しない。 

２ 入札参加資格 

（１）入札参加者の構成等 

本事業の入札参加者の構成等は次のとおりとする。 

ア 入札参加者は、次に掲げる企業を含むグループにより構成されるものとする。 

（ア）運営企業 

（イ）調理設備企業 

（ウ）維持管理企業 

その他、必要に応じ、本事業に関連する業務を行う企業の参加を認めるもの

とする。 

イ 入札参加者は、構成員及び協力企業により構成されるものとし、参加表明書の

提出時に構成員及び協力企業の企業名、並びにそれらが携わる業務について明ら

かにするものとする。 

ウ 入札参加者は、構成員の中から代表となる企業を代表企業として定めることと

し、当該代表企業が入札手続き等を行うこととする。 

エ 参加表明書提出以降、入札参加者の構成員又は協力企業の変更は原則として認

めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、市と協議を行う。 

オ 入札参加者の構成員及び協力企業は、他の入札参加者の構成員又は協力企業に

なることはできない。 

  カ 構成員及び協力企業が上記（１）アに掲げる企業のいくつかを兼ねることを可

能とする。 

キ 本事業を実施することとして選定された落札者は、契約締結までに本事業を実

施することを目的に、基本協定に基づき、会社法に定める株式会社として特別目

的会社（以下「ＳＰＣ」という。）を千葉市内において設立するものとする。 



 

ク 入札参加者の構成員は、ＳＰＣから受託した又は請け負った業務の一部につい

て、第三者に委託、又は下請人を使用することができるが、その際は、当該委託

又は請負にかかる契約を締結する前に市に通知することとする。 

（２）入札参加者の参加資格要件 

入札参加者の構成員及び協力企業は、次の参加資格要件を満たすものとする。 

ア 本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有していること。 

イ 本事業を効率的かつ効果的に実施できる知識及び経験を有していること。 

ウ 令和６・７年度千葉市委託入札参加資格者名簿に登録されていること。 

※入札参加資格者名簿への登録については、随時申請を受け付けているが、申請

時期により登載日が異なる。本事業に参加を希望する者は参加表明書提出期間

の最終日時点で資格者名簿に登載されていること。 

エ 運営企業は、次の全ての要件を満たしていること。なお、複数の企業で運営業

務を実施する場合、全ての企業が（ア）の要件を満たし、かつ少なくとも１者は

全ての要件を満たしていること。 

（ア）ＨＡＣＣＰ対応施設に対する相当の知識を有していること。 

※「相当の知識を有している者」とは、ＨＡＣＣＰ対応施設（ＨＡＣＣＰの認

証を取得した施設をいう。以下同じ。）の実施設計の完了または運営した実績、

ドライシステムの学校給食施設又はドライシステムの民間調理施設の実施設計

の完了または運営した実績、ＨＡＣＣＰに関する書籍の出版等の実績、ＨＡＣ

ＣＰに関する審査員資格等を有する者をいう。以下同じ。 

（イ）ドライシステムの学校給食施設又はドライシステムの特定給食施設（健康増

進法第20条に定める特定給食施設）の調理業務を行った実績を有していること。 

オ 調理設備企業は、次の要件を満たしていること。 

（ア）ＨＡＣＣＰ対応施設に対する相当の知識を有していること。 

（３）入札参加者の制限 

次に該当する者は、入札参加者の構成員及び協力企業となることはできない。 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者。 

イ 千葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領又は千葉市物品等入札参加資格者

指名停止措置要領に基づく指名停止措置等を受けている者。 

ウ 清算中の株式会社である事業者について、会社法（平成17年法律第86号）に基

づく特別清算開始命令がなされている者。 

エ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事

再生法（平成11年法律第225号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされて

いる者。 

オ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成17年法律第87号）に

よる改正前の商法（明治32年法律第48号）第381条の規定による整理開始の申立

て若しくは通告がなされている者。 

カ 破産法（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条の規定による破産の申立

てがなされている者。 



 

キ 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間経過しない者又は提案書提

出前６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者。 

ク 直近１年分の法人税、消費税、法人事業税を滞納している者。 

ケ 千葉市暴力団排除条例第９条に規定する暴力団員等又は暴力団密接関係者。 

コ 千葉市内において、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に違反している

者。 

サ 本事業のアドバイザリー業務に関与した者又はこれらの者と資本面若しくは人

事面において関連がある者。なお、「資本面において関連がある者」とは、当該

企業の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の

100分の50を超える出資をしている者をいい、「人事面において関連がある者」

とは、当該企業の役員を兼ねている者をいう。 

本事業のアドバイザリー業務に関与した者は、次のとおりである。 

パシフィックコンサルタンツ株式会社（東京都千代田区神田錦町 3-22） 

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業（東京都千代田区大手町 1-1-2） 

（４）参加資格要件の確認及び失格要件 

参加資格要件確認日は、参加表明書の提出期間の最終日とする。 

参加資格要件の確認後、契約締結までの期間に、入札参加者が上記（１）～（３）

の要件を欠くような事態が生じた場合には、市と協議を行う。 

３ 契約事務担当課 

〒２６０－８７２２ 

千葉市中央区千葉港１－１ 

千葉市教育委員会事務局学校教育部保健体育課 

電話 ０４３－２４５－５９４２ 

Email kyushoku@city.chiba.lg.jp 

４ 入札参加資格確認申請書の配布及び提出 

  一般競争入札に参加を希望する者は、参加表明書及び入札参加資格確認申請書等を

提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

（１）配布場所等 公告の日から千葉市ホームページにより配布する。    

https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/hokentaiiku/06shinnminatotyoukihoukatu.htm l  

（２）提出場所等 

   令和６年６月２０日（木）から６月２４日（月）までに前記３の契約事務担当課

に持参により提出すること（日曜日、土曜日及び休日を除く午前９時００分から午

後５時００分まで）。 

５ 入札説明書等の交付 

  公告の日から千葉市ホームページにより配布する。 

 https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/hokentaiiku/06shinnminatotyoukihoukatu.htm l  

６ 入札説明会 

  入札説明会は実施しない。 

７ 入札手続等 

mailto:kyushoku@city.chiba.lg.jp
https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/hokentaiiku/06shinnminatotyoukihoukatu.html
https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/hokentaiiku/06shinnminatotyoukihoukatu.html


 

（１）入札書及び本事業に関する提案内容を記載した審査資料（以下「提案書」とい

う。）の提出日時、場所及び方法等 

  ア 提出日時 

    令和６年９月３日（火）から令和６年９月６日（金）まで（日曜日、土曜日及

び休日を除く午前９時００分から午後５時００分まで） 

  イ 提出場所 

    前記３の契約事務担当課 

  ウ 提出方法 

    持参による。 

（２）入札方法 

   総価で行う。 

（３）入札保証金 

   免除 

（４）提案に関するヒアリング 

   提案書の内容の確認のために入札参加者に対するヒアリングを令和６年１１月上

旬に実施する。詳細については、別途入札参加者宛に通知する。 

（５）落札者の決定方法等 

   落札者決定基準に基づき、提案内容の評価である「提案内容点」に入札価格の評

価である「価格点」を加算する総合評価落札方式を採用し、総得点（総合評価点）

の最も高い入札者を落札者とする。 

（６）無効となる入札 

   千葉市契約規則第１６条の規定に該当する入札のほか、入札説明書で定めるとお

り。 

８ その他 

 （１）契約保証金 要（ただし、千葉市契約規則第２９条各号のいずれかに該当する

場合は、免除とする。 

（２）契約書作成の要否 要 

（３）契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（４）契約条項等は、千葉市ホームページにより閲覧できる。 

https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/hokentaiiku/06shinnminato tyoukihoukatu.html  

（５）詳細は入札説明書による。 

https://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/hokentaiiku/06shinnminatotyoukihoukatu.html

